第１号様式（第５条関係） 　　　（記入例）
年　　月　　日
 （宛先）大月町長 　様　　　　　　　　　

住  　所　大月町弘見2230
申請者　　　　　氏 　 名  環境　太郎　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　0880-73-1114
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省エネ家電買替費補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 
記 
１　買替前の家電製品　　　　
	家電製品
	メーカー及び機種名（型番）
	処分予定日

	冷蔵庫
	パナソニック NR-B147W-S形
	R8.9.30

	エアコン
	ダイキン工業　AN253ACS
	R8.7.1



２　新たに購入する予定の省エネ家電製品
	購入予定家電製品の情報
	対象家電
	☑　冷蔵庫（冷凍機能のみの製品を除く）
	☑　エアコン

	
	購入予定年月日
	令和８年９月２８日
	令和８年６月２５日

	
	購入予定店舗名
	○○電器　△△店
	○○電器　△△店

	
	メーカー及び
機種名（型番）
	東芝
GR-S470GZ(ZC)
	ダイキン工業
AJT224AJS

	
	上記製品の省エネ
基準達成率
	１１２％
	８７％

	
	購入予定金額
	㋐
	１５０，０００円
	㋑
	１２０，０００円

	
	補助金申請額（購入予定金額の1/5、上限30,000円）
	㋒
	３０，０００円

千円未満切捨て
	㋓
	　　２４，０００円

千円未満切捨て



３　合計補助金交付申請額（㋒+㋓）　　　　５４，０００　 円
裏面へ続く

	誓約・同意事項
各項目について内容を確認し、チェック欄（□）に『✔』を入れてください。

	□
	大月町が情報を確認できない場合は、求めに応じて関係書類の提出を行います。

	□
	補助金の交付後、本申込書兼請求書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、補助金の交付要件に該当しないことが判明した場合には、補助金を返還します。

	□
	配達記録の残らない方法で申請書を郵送した場合において、申請書の不着について大月町は責任を負いません。その場合、申請書が大月町に到達したか確認をとれないことをもって補助金の交付が行われないことに同意します。

	□
	交付申請を行う対象省エネ家電製品は、購入予定日が令和6年5月8日から令和7年2月28日までの間であり、大月町にある私の居住地に設置するもので相違ありません。



添付書類
□住民票（大月町役場およびコンビニにて発行可能）
□納税証明書（大月町役場にて発行可能）
□省エネ家電製品の見積書（対象店舗のうち購入予定店にて発行）
□買い替え前の冷蔵庫又はエアコンの設置状況が分かる写真（自身で準備）


※要綱第5条第2項により、本申請は1世帯につき家電の種類毎に各1回限りしか行えません。
